
20210401 道路計画課 

船橋市新型コロナウィルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励

金・手続きフロー 

①交付申請及び実績報告（事業者⇒船橋市） 

※速やかに申請して下さい。 

（申請期限： 令和３年５月３１日） 

※事業期間は、令和２年４月１日～令和３年３月３１日です。 

(提出書類)・支援金交付申請書兼実績報告書（第１号様式） 

・事業の許可を受けていることを証する書類の写し 

・新型コロナ感染症対策期間中（令和２年４月１日～令和３年３月 

３１日）運行継続がわかる書類 

・その他市長が必要と認める書類 

②交付決定及び支援金の確定（船橋市⇒事業者） 

・支援金交付決定通知書兼確定通知書（第２号様式） 

⑥支援金の支払い（船橋市⇒事業者） 


